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第１  目的 

 こ の要綱は、 高等学校等就学支援金の支給に関する 法律（ 平成２ ２ 年法律第１ ８ 号。

以下「 法」 と いう 。）、 同法施行令（ 平成２ ２ 年政令第１ １ ２ 号） 及び同法施行規則（ 平

成２ ２ 年文部科学省令第１ ３ 号） に基づき 、 法第２ 条において定める 私立高等学校等の

う ち東京都内に設置さ れている 私立高等学校等（ 法第１ ４ 条の規定によ る 高等学校等就

学支援金に関する 特例に定めら れた私立高等学校を除く 。 以下「 私立高等学校等」 と い

う 。） に在学する 生徒又は学生がその授業料に充てる ために支給さ れる 高等学校等就学支

援金（ 以下「 就学支援金」 と いう 。） の支給に伴う 私立高等学校等の事務負担を軽減する

ため、 私立高等学校等に対し て交付する 私立高等学校等就学支援金学校事務費補助に関

し 必要な事項を定め、 も って事務の円滑な実施に資する こ と を目的と する 。  

 

第２  補助対象 

１  こ の要綱に定める 就学支援金事務費の補助対象は、 法第７ 条の規定によ り 就学支援

金を代理受領する 私立高等学校等の設置者（ 以下「 設置者」 と いう 。） と する 。  

 ２  暴力団員等（ 東京都暴力団排除条例（ 平成２ ３ 年東京都条例第５ ４ 号。 以下「 暴排

条例」 と いう 。） 第２ 条第３ 号に規定する 暴力団員及び同条第４ 号に規定する 暴力団関

係者をいう 。 以下同じ 。） 及び次に掲げる 団体は、 こ の要綱に基づく 補助金の交付の対

象と し ない。  

( 1)  暴力団（ 暴排条例第２ 条第２ 号に規定する 暴力団をいう 。）  

( 2)  法人その他の団体の代表者、 役員並びに評議員及び教職員等又は使用人その他の

従業者若し く は構成員に暴力団員等に該当する 者がある も の 

 

第３  補助金の額の算定 

 １  こ の補助金の額は、 次に掲げる 補助項目の額を合計し て算定し 、 設置者に対し て予 

  算の範囲内で交付する 。  

  ( 1)  補助金交付年度（ 以下「 交付年度」 と いう 。） の別に定める 受給資格基準に該当す

る 生徒又は学生（ 以下「 受給権者」 と いう 。） が在籍する 学校に対し て、 受給権者の

人数に応じ て別に定める 額（ 学校割）  

  ( 2)  受給権者の人数に、 別に定める 補助単価を乗じ た額（ 生徒割）  

 ２  １ の規定において算出し た額に、 １ ， ０ ０ ０ 円未満の端数が生じ た場合は、 こ れを 



  切り 捨てた額と する 。  

第４  交付申請 

 こ の補助金の交付を受けよ う と する 設置者は、 別に定める 期日ま でに、 別記様式１ に

よ る 交付申請書を知事に提出し なければなら ない。  

 

第５  補助金の交付決定及び通知 

 １  知事は、 第４ の規定によ る 申請があったと き は、 その内容を審査し 、 当該申請に係 

  る 補助事業の目的及び内容が適正であり 、 補助金を交付すべき も のと 認めたと き は、  

  交付の決定を行う と と も に、 当該設置者（ 以下「 補助事業者」 と いう 。） に対し てその 

  結果を通知する も のと する 。  

 ２  知事は、 １ の規定によ り 決定を行う 場合において、 補助金の交付の目的を達成する  

  ため必要がある と き は、 条件を付すこ と ができ る も のと する 。  

 ３  知事が認めた場合には、 補助事業者が、 第２  ２ に規定する 暴力団員等である か否

かの確認のため、 警視庁へ照会する 。  

 

第６  申請の撤回 

  補助金の交付の決定通知に際し て、 補助金の交付決定の内容又はこ れに付し た条件に 

 異議がある と き は、 通知受領の日から １ ４ 日以内に申請の撤回をする こ と ができ る 旨を 

 通知する も のと する 。  

 

第７  交付の条件 

  補助金の交付の決定に当たっては、 補助金交付の目的を達成する ため、 次に掲げる 条 

 件を付する も のと する 。  

  ( 1)  補助事業者はこ の補助金を、 補助事業に要する 経費に使用する も のと し 、 こ の目 

   的以外に使用し 、 又は交付決定の内容に定めら れた執行方法に反し て使用し てはな 

   ら ない。  

  ( 2)  こ の補助事業は、 交付年度の４ 月１ 日から 翌年３ 月３ １ 日ま でに完了し な 

   ければなら ない。 こ の期間中に完了し ない場合又は補助事業の遂行が困難と なった 

   場合は、 補助事業者は速やかにその理由その他必要な事項を文書によ り 知事に報告 

   し 、 その処理について指示を受けなければなら ない。  

  ( 3)  知事が職員をし て、 こ の補助事業についての関係書類及び物件を調査さ せた場合、  

   又は補助事業の遂行状況その他必要な事項について報告を命じ た場合は、 補助事業 

   者は、 こ れに応じ なければなら ない。  

  ( 4)  知事は、 ( 3) によ る 調査又は報告によ り 、 補助事業が交付決定の内容又はこ れに付 

   し た条件に従って遂行さ れていないと 認める と き は、 こ れに従って遂行すべき こ と  

   を命ずる も のと する 。  

  ( 5)  補助事業者が( 4) の命令に違反し たと き は、 知事は、 こ の補助事業の遂行について 

   一時停止を命ずる こ と があり 、 こ の場合においては、 補助事業者は、 指定する 期日 

   ま でに交付決定の内容及びこ れに付し た条件に適合さ せる ための措置を採ら なけれ 



   ばなら ない。  

  ( 6)  補助事業者は、 第４ 又は第８ の規定によ り 提出し た書類の内容に錯誤がある こ と  

   が判明し た場合は、 速やかにその内容について文書によ り 知事に報告し なければな 

   ら ない。  

 

第８  実績報告 

  補助事業者は、 こ の補助金に係る 事業が完了し たと き は、 別に定める 期日ま でに別記 

 様式２ によ る 実績報告書を知事に提出し なければなら ない。  

 

第９  補助金の額の確定 

  知事は、 第８ の規定によ る 実績報告書の審査及び必要に応じ て行う 調査によ り 補助事 

 業の成果が交付決定の内容及びこ れに付し た条件に適合し ている と 認める と き は、 交付 

 すべき 補助金の額を確定し 、 補助事業者に通知する 。  

 

第１ ０  是正のための措置 

  知事は、 第９ の規定によ る 審査又は調査によ り 補助事業の成果が補助金の交付決定の 

 内容若し く はこ れに付し た条件又はこ の要綱に定める 事項に適合し ないと 認める と き は、

こ れに適合さ せる ための措置を命ずる こ と ができ る 。  

 

第１ １  決定の取消し  

 １  知事は、 こ の補助金の交付の決定を受けた補助事業者が、 次の各号の一に該当し た 

  場合は補助金の交付の決定の全部又は一部を取り 消すこ と ができ る 。  

  ( 1)  偽り その他不正の手段によ り 補助金の交付を受けた場合 

  ( 2)  補助金を他の用途に使用し た場合 

  ( 3)  補助金の交付の決定の内容又はこ れに付し た条件に違反し た場合 

  ( 4)  東京都私立学校教育助成条例（ 昭和５ ３ 年東京都条例第１ ０ 号） 第６ 条第１ 項の 

   各号の一に該当する 場合 

  ( 5)  本要綱に基づく 知事の処分又は指示に違反し た場合 

  ( 6)  第４ 又は第８ の規定によ り 提出し た書類に、 不実の記載があった場合 

  ( 7)  補助事業者（ 法人その他の団体にあっては、 代表者、 役員並びに評議員及び教職

員等又は使用人その他の従業者若し く は構成員を含む。） が、 暴力団員等に該当する

に至ったと き 。  

  ( 8)  第７ ( 6) に規定する 報告を受けた場合 

  ( 9)  その他やむを得ないと 認めら れる 特別な事情が生じ た場合 

 ２  １ の規定は、 第９ の規定によ る 補助金の額の確定があった後においても 適用する こ  

  と ができ る も のと する 。  

 

第１ ２  補助金の返還 

 １  知事が、 第１ １ の規定によ り 補助金の交付の決定を取り 消し た場合において、 当該 



  取消し に係る 部分に関し 、 既に補助金が交付さ れている と き は、 補助事業者は、 知事 

  が指定する 期日ま でに、 当該取消額を返還し なければなら ない。  

 ２  知事が、 第９ の規定によ り 補助金の額を確定し た場合において、 既にその額を超え 

  る 補助金が交付さ れている と き は、 補助事業者は、 知事が指定する 期日ま でに、 当該 

  超過額を返還し なければなら ない。  

 

第１ ３  違約加算金及び延滞金 

 １  知事が、 第１ １  １ ( 1) から ( 7) ま での規定によ り 、 補助金の交付の決定の全部又は 

  一部を 取り 消し た場合において、 補助金の返還を命じ たと き は、 補助事業者は、 当該

補助金の受領の日から 納付の日ま での日数に応じ 、 当該補助金の額（ その一部を納付

し た場合における その後の期間については、 既納額の控除し た額） につき 、 年１ ０ ．

９ ５ パーセント の割合で計算し た違約加算金（ １ ０ ０ 円未満の場合を除く 。） を納付し

なければなら ない。  

 ２  知事が、 補助事業者に対し 補助金の返還を命じ た場合において、 補助事業者がこ れ 

  を納期日ま でに納付し なかったと き は、 補助事業者は、 納期日の翌日から 納付の日ま 

  での日数に応じ 、 その未納付額につき 、 年１ ０ ． ９ ５ パーセント の割合で計算し た延 

  滞金（ １ ０ ０ 円未満の場合を除く 。） を納付し なければなら ない。  

 

第１ ４  他の補助金等の一時停止等 

  知事は、 補助事業者に対し 補助金の返還を命じ 、 補助事業者が当該補助金、 違約加算 

 金又は延滞金の全部又は一部を納付し ない場合において、 補助事業者に対し て交付すべ 

 き 他の補助金等がある と き は、 当該未納の補助金等の額の限度において、 その交付を一 

 時停止し 、 又は当該補助金等と 未納付額と を相殺する こ と ができ る 。  

 

第１ ５  関係書類等の整備 

  補助事業者は、 こ の補助事業を明確にする ため、 関係書類等を整備し 、 交付年度の翌 

 年度から ５ 年間保存し なければなら ない。  

 

第１ ６  その他 

  こ の要綱に定める も ののほか、 補助金の交付については、 東京都私立学校教育助成条 

 例及び東京都補助金等交付規則（ 昭和３ ７ 年東京都規則第１ ４ １ 号） の定める と こ ろに 

 よ る 。  

  ま た、 その他の取扱いに関する 細目については、 毎年度生活文化ス ポーツ 局私学部長

が定める 「 取扱要領」 によ る も のと する 。  

 

   附 則 

 こ の要綱は、 平成２ ３ 年８ 月１ ０ 日から 施行する 。  

   附 則 

 こ の要綱は、 平成２ ６ 年４ 月１ 日から 施行する 。  



附 則 

 こ の要綱は、 令和４ 年４ 月１ 日から 施行する 。  


